
 

※すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました※ 

 

 
火災が発生したときは、目で煙や炎をみたり、鼻で焦げ臭いにおいを感じたり、耳でぱちぱちと 

  いう音を感じたりと、五感によって気づくことがほとんどだと思います。しかし、それだけでは就 
寝中や仕切られた部屋などで物事に集中している時などは、火災に気づくのが遅れてしまいます。 

   そこで、家庭内での火災の発生をいち早くキャッチ 
し、知らせてくれるのが、住宅用火災警報器です。 
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を感知 

  し音や音声により警報を発して火災の発生を知らせて 
  くれる機器です。 
 
 

  

 

住宅火災による死者数が、平成 15 年から連続して千人を超えています。特に 65 歳以上の高齢者の 

方が約６割になっております。その原因の約６割が「逃げ遅れ」によるものです。火災で重要となる 

のが早期発見・早期避難です。火災の発生を素早く察知できれば、いち早く避難でき、命が助かる可 

能性も高くなります。このようなことから、「逃げ遅れ」による死者を防ぐことを目的に、設置が義 

務化されました。 

 

  
 

    お近くのホームセンターや電器量販店などで購入できます。ガス事業者からも購入が可能です。 
なお、価格は、メーカーや種類、機能等により異なります。 

 

  
 
  ○煙式（光電式） 寝室・階段室 

煙が住宅用火災警報器に入ると音や音声で火災の発生を知らせます。 
 
○熱式（定温式） 台所 
住宅用火災警報器の周辺温度が一定の温度に達すると音や音声で火災の発生を知らせます。 



 
     煙感知器＝寝室、階段、廊下等（設置義務）     熱感知器＝台所（設置推奨） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

住宅用火災警報器を設置していた家庭における奏功事例が多数報告されています。 
http://www.fdma.go.jp/html/life/yobou_contents/info/pdf/notice/notice_08_zoukangou_2302.pdf 

 

２階建住宅で 
寝室が 2 階のみの場合 

３階建住宅で、寝室が３階

台所が２階の場合

３階建住宅で 
寝室が１階のみの場合 

 

台所 居室 

寝室 居室 

台所 寝室 

居室 居室 

子供部屋 
（就寝なし）居室 

居室 

居室 

寝室 

居室 

台所 

壁からの取り付け位置 梁からの取り付け位置 

壁掛けの場合 エアコン吹き出し口付近取り付け位置 

150cm 以上 

60cm 以上 
60cm 以上 

15cm 以上

50cm 以内 

壁から 60cm 以上離す 梁から 60cm 以上離す 

天井から下方 15～50cm 範囲内 吹き出し口から 150cm 以上離す 



住宅用火災警報器を設置している方へ 
 

【警報が鳴った場合の対処方法について】 

 ○火災の場合 

  ・大きな声で知らせましょう。 

・避難しましょう。 

・１１９番通報しましょう。可能なら初期消火を。 

○火災でない場合 

・火災でないのに火災警報機が鳴る場合があります。 

その時は、警報停止ボタンか紐を引いて警報を止めて下さい。 

・調理時の煙や湯気により鳴ることがあります。 

・くん煙式殺虫剤などにより鳴ることがあります。 

・ホコリや小さな虫により鳴ることがあります。 

【日ごろの点検・お手入れ】 

○１ヶ月に１回、作動点検をしましょう。 

○１年に１回は、乾いた布でホコリ等をふき取りましょう。 

【電池切れの時】 

 ○電池切れ警報が鳴ったら新しい電池に交換して下さい。 

 

○ お問合わせ先 甲府地区消防本部 予 防 課 ２２２－１２９１ 

中央消防署 ２５４－９１１９ 

南 消 防 署 ２３３－１４９９ 

西 消 防 署 ２７６－３８２５ 

 


